
新たな実証実験テーマ設定型 募集内容 

 

テーマ No.1 子ども・若者の意見を聴くためのオンラインプラットフォーム開設 

主旨 

令和7年４月 1日に施行された「子どもの権利条例」において、「区は、子どもの意見や

思いを大切に受けとめて、その意見や思いの実現などについて検討した結果と、その

理由について子どもに伝えていくよう努めていきます」（第１５条）としています。 

ユースカウンシル事業や、子ども・青少年会議事業などを通じて、対面で子どもの意見

を聴く取組みを進めているところですが、より多くの子どもから意見聴取を行うため、

オンラインプラットフォームを開設する必要があると考えています。 

募集内容の詳細 

区が委託事業として実施する、ユースカウンシル事業（令和７年７月開始予定）におい

て、オンラインプラットフォームをポータルサイトとして活用することを想定しています。 

本ポータルサイトを活用して、子ども・若者への情報発信や、意見聴取を実施します。 

【ユースカウンシル事業におけるオンラインプラットフォームの活用イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 

なお、オンラインプラットフォームには以下の機能を実装できることとします。 

【実装機能】 

意見投稿機能：様々なテーマに対しての投稿や他投稿へのリプライ、チャット機能等 

情報発信機能：行政が情報発信できる機能、若者が情報発信できる機能、過去のアーカイブ 

を公開する機能 

AIを用いた不適切投稿の抑止やアラート機能 

関連する区の 
既存事業 

ユースカウンシル事業 

期待する効果 

以下の項目から１つ以上にチェックしてください。 

✓ 区民サービスの向上 

☐ 事務の改善・効率化 

☐ 財源や人材など経営資源の最適化・効率化 

・会議の場など対面で意見表明できない、または、意見表明することを苦手とする子ど

も・若者たちからも、広く意見聴取することができる。 

・より多くの子ども・若者の声を、ユースカウンシルの議論に反映することで、区への提

言をより実態に即した内容とすることができる。 

・ユースカウンシルの活動状況や子ども・若者に関わる情報を、ポータルサイトに集約し

て発信することで、効果的な普及啓発が期待できる。 

実施予定時期 
実証期間：９カ月（令和７年７月～令和８年３月） 

令和８年度以降の本格実施を見据えて実証実験を行う。 

担当部署 子ども・若者部 子ども・若者支援課 事業担当 

 


